
よしかわ家計支援給付金【市独自分】について 

 

１ 趣旨 

物価高騰による家計への負担を踏まえ、影響の大きい世帯に対して、生活・暮らしの支

援を行う観点から、令和４年度住民税均等割課税のみ等の世帯に新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を活用し、市独自の臨時・特別の一時金を支給するもの。 

 

２ 当該給付金の法的性格 民法上の贈与契約 

 

３ 対象世帯 

住民税均等割のみ課税世帯（同一の世帯に属する者全員） 

令和４年９月３０日時点において、当市の住民基本台帳に記載されている者で、令和

４年度分の住民税均等割のみ課税者と、令和４年度分住民税非課税者または令和４年

度分住民税均等割のみ課税者で構成される世帯。 

  ※分離課税所得が２００万円以上の世帯を除く。 

  

４ 給付対象者及び給付額 

 ①給付対象者 世帯主 

 ②給付額 １世帯当たり５万円（１回限り） 

 

５ 確認書及び申請書の提出期限 

  住民税均等割のみ課税世帯（個別通知） 対象世帯(見込み) １，２００世帯 

  提出期限：令和５年１月３１日 

   

※今年度実施した「よしかわ生活応援給付金(住民税均等割のみ課税世帯に 1 世帯 10

万円給付)」を受給した世帯のうち、住民情報に異動がない世帯については、プッシュ

型で給付を行う。 

 

６ 当市における手続経過と予定 

① 令和４年度住民税均等割のみ課税世帯への確認書の個別通知及び案内の発送予定 

１１月下旬 

② 振込予定日 ・プッシュ型給付は通知発送から概ね３週間後 

・確認書及び申請書を受理した日から概ね３週間後 

※初回振込は１２月中旬予定。 

 

７ 補正予算案の概要 

事務費(郵送料、印刷製本費、消耗品費)              ５９０,０００円 

 事業費(1世帯 5万円、1,200世帯見込み)                 ６０,０００,０００円                              

合計                           ６０,５９０,０００円 


